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報告第 10 号 

 

継続費繰越計算書について 

 

令和５年度登米市一般会計予算の継続費について、別紙のとおり繰越計算書を調製

したので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第１項の規定により報告

する。 

 

 

令和６年６月３日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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 （
別

紙
）

予
算

計
上

額
前

年
度

逓
次

繰
越

額
計

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

1
0
教

育
費

2
小

学
校

費
学

校
建

設
事

業
8
3
0
,
2
5
8
,
0
0
0

3
9
9
,
3
5
3
,
0
0
0

3
9
9
,
3
5
3
,
0
0
0

1
9
8
,
7
9
0
,
0
0
0

2
0
0
,
5
6
3
,
0
0
0

2
0
0
,
5
6
3
,
0
0
0

5
6
,
0
0
0

1
4
3
,
8
0
7
,
0
0
0

5
6
,
7
0
0
,
0
0
0

8
3
0
,
2
5
8
,
0
0
0

3
9
9
,
3
5
3
,
0
0
0

3
9
9
,
3
5
3
,
0
0
0

1
9
8
,
7
9
0
,
0
0
0

2
0
0
,
5
6
3
,
0
0
0

2
0
0
,
5
6
3
,
0
0
0

5
6
,
0
0
0

1
4
3
,
8
0
7
,
0
0
0

5
6
,
7
0
0
,
0
0
0

繰
越

金
特

定
財

源

合
　

計

令
和

５
年

度
　

登
米

市
一

般
会

計
継

続
費

繰
越

計
算

書

款
項

事
業

名
継

続
費

の
総

額
令

和
５

年
度

継
続

費
予

算
現

額
支

出
済

額
及

び
支

出
見

込
額

残
額

翌
年

度
逓

次
繰

越
額

左
の

財
源

内
訳
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報告第 11 号 

 

繰越明許費繰越計算書について 

 

令和５年度登米市一般会計予算の繰越明許費について、別紙のとおり繰越計算書を

調製したので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により

報告する。 

 

 

令和６年６月３日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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 （
別

紙
）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

円
円

円
円

円
円

円

2
総

務
費

1
総

務
管

理
費

多
機

能
型

複
合

施
設

整
備

事
業

1
7
,
6
0
0
,
0
0
0

1
7
,
6
0
0
,
0
0
0

1
7
,
6
0
0
,
0
0
0

3
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
費

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

等
管

理
事

業
1
4
,
3
8
3
,
0
0
0

1
3
,
8
1
6
,
0
0
0

1
3
,
8
1
6
,
0
0
0

3
民

生
費

1
社

会
福

祉
費

電
力

・
ガ

ス
・

食
料

品
等

価
格

高
騰

支
援

給
付

金
事

業
5
9
4
,
3
3
1
,
0
0
0

5
9
4
,
3
3
1
,
0
0
0

5
3
1
,
5
0
1
,
0
0
0

6
2
,
8
3
0
,
0
0
0

2
児

童
福

祉
費

子
育

て
世

帯
生

活
支

援
特

別
給

付
金

支
給

事
業

2
0
0
,
0
0
0

2
0
0
,
0
0
0

2
0
0
,
0
0
0

4
衛

生
費

1
保

健
衛

生
費

予
防

接
種

事
業

1
,
3
2
1
,
0
0
0

1
,
3
2
1
,
0
0
0

1
,
3
2
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0

6
農

林
水

産
業

費
1

農
業

費
担

い
手

確
保

・
経

営
強

化
支

援
事

業
1
5
,
0
0
0
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0
,
0
0
0

畜
産

振
興

事
業

6
4
,
4
6
4
,
0
0
0

4
4
,
9
8
8
,
0
0
0

3
8
,
8
0
0
,
0
0
0

6
,
1
8
8
,
0
0
0

土
地

改
良

施
設

維
持

管
理

適
正

化
事

業
9
,
0
2
0
,
0
0
0

9
,
0
2
0
,
0
0
0

6
,
3
9
2
,
0
0
0

2
,
6
2
8
,
0
0
0

基
幹

水
利

施
設

管
理

事
業

1
4
,
2
1
0
,
0
0
0

1
4
,
2
1
0
,
0
0
0

9
,
0
9
4
,
0
0
0

4
,
6
0
0
,
0
0
0

5
1
6
,
0
0
0

2
林

業
費

林
業

振
興

事
業

7
,
3
0
0
,
0
0
0

7
,
3
0
0
,
0
0
0

7
,
3
0
0
,
0
0
0

市
有

林
管

理
事

業
1
8
,
8
8
4
,
0
0
0

1
8
,
8
8
4
,
0
0
0

1
8
,
8
8
4
,
0
0
0

7
商

工
費

1
商

工
費

商
工

振
興

育
成

事
業

6
1
,
0
0
0

6
1
,
0
0
0

6
1
,
0
0
0

8
土

木
費

2
道

路
橋

り
ょ

う
費

道
路

新
設

改
良

事
業

8
0
,
3
1
9
,
0
0
0

8
0
,
3
1
9
,
0
0
0

4
5
,
3
8
9
,
0
0
0

3
3
,
3
0
0
,
0
0
0

1
,
6
3
0
,
0
0
0

橋
り

ょ
う

維
持

補
修

事
業

2
6
5
,
5
3
3
,
0
0
0

2
5
0
,
0
9
0
,
0
0
0

1
5
4
,
4
9
6
,
0
0
0

7
0
,
0
0
0
,
0
0
0

2
5
,
5
9
4
,
0
0
0

3
河

川
費

河
川

維
持

事
業

2
0
,
6
8
0
,
0
0
0

1
1
,
3
7
4
,
0
0
0

1
1
,
3
0
0
,
0
0
0

7
4
,
0
0
0

1
0

教
育

費
1

教
育

総
務

費
公

共
施

設
複

合
化

整
備

事
業

1
5
1
,
9
2
1
,
0
0
0

9
8
,
4
9
4
,
0
0
0

8
5
,
9
0
0
,
0
0
0

1
2
,
5
9
4
,
0
0
0

5
社

会
教

育
費

視
聴

覚
セ

ン
タ

ー
管

理
事

業
1
7
,
0
9
4
,
0
0
0

1
7
,
0
9
4
,
0
0
0

1
7
,
0
9
4
,
0
0
0

1
1

災
害

復
旧

費
2

公
共

土
木

施
設

災
害

復
旧

費
道

路
橋

り
ょ

う
災

害
復

旧
事

業
8
,
6
0
0
,
0
0
0

8
,
4
8
3
,
0
0
0

5
,
0
0
0
,
0
0
0

3
,
4
8
3
,
0
0
0

河
川

災
害

復
旧

事
業

1
6
,
3
0
0
,
0
0
0

1
5
,
5
5
3
,
0
0
0

1
4
,
7
0
0
,
0
0
0

8
5
3
,
0
0
0

4
そ

の
他

公
共

施
設

等
災

害
復

旧
費

庁
舎

等
災

害
復

旧
事

業
2
,
8
0
5
,
0
0
0

2
,
8
0
5
,
0
0
0

2
,
8
0
5
,
0
0
0

1
,
3
2
0
,
0
2
6
,
0
0
0

1
,
2
2
0
,
9
4
3
,
0
0
0

2
6
1
,
0
0
0

7
7
0
,
6
1
6
,
0
0
0

2
6
3
,
6
0
0
,
0
0
0

6
,
3
9
2
,
0
0
0

1
8
0
,
0
7
4
,
0
0
0

合
　

計

令
和

５
年

度
　

登
米

市
一

般
会

計
繰

越
明

許
費

繰
越

計
算

書

款
項

事
業

名
金

　
額

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特

定
財

源
未

収
入

特
定

財
源

一
般

財
源
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報告第 12 号 

 

事故繰越し繰越計算書について 

 

令和５年度登米市一般会計予算の事故繰越しについて、別紙のとおり繰越計算書を

調製したので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第150条第３項の規定により

報告する。 

 

 

令和６年６月３日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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 （
別

紙
）

支
出

済
額

支
出

未
済

額
国

県
支

出
金

地
方

債
そ

の
他

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

6
農

林
水

産
業

費
2

林
業

費
林

業
振

興
事

業
1
,
9
4
9
,
0
0
0

1
,
9
4
9
,
0
0
0

1
,
9
4
9
,
0
0
0

1
,
9
4
9
,
0
0
0

事
業

実
施

主
体

に
お

い
て

、
労

働
災

害
事

故
に

よ
り

事
業

の
実

施
に

不
測

の
日

数
を

要
し

た
た

め

1
,
9
4
9
,
0
0
0

1
,
9
4
9
,
0
0
0

1
,
9
4
9
,
0
0
0

1
,
9
4
9
,
0
0
0

合
　

　
　

計

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源
一

般
財

源

令
和

５
年

度
 
 
登

米
市

一
般

会
計

事
故

繰
越

し
繰

越
計

算
書

款
項

事
業

名
支

出
負

担
行

為
額

左
の

内
訳

支
出

負
担

行
為

予
定

額
翌

年
度

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

説
　

明



- 11 - 

 

報告第 13 号 

 

令和５年度登米市水道事業会計予算の繰越計算書について 

 

令和５年度登米市水道事業会計予算について、別紙のとおり繰越計算書を調製した

ので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により報告する。 

 

 

令和６年６月３日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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（
別
紙
）

１
　

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額

企
業

債
負

担
金

・
補

償
金

国
・

県
補

助
金

出
資

金
損

益
勘

定
留

保
資

金
等

1
1

1
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

 資 本 的 支 出

 建 設 改 良 費

浄 水 施 設 整 備 事 業

1
2
4
,
6
5
3
,
0
0
0

1
0
7
,
9
5
9
,
0
1
0

1
3
,
2
7
7
,
0
0
0

7
,
9
0
0
,
0
0
0

5
,
3
7
7
,
0
0
0

3
,
4
1
6
,
9
9
0

資
材

の
調

達
に

不
測

の
日

数
を

要
し

た
た

め

配 給 水 施 設 整 備 事 業

1
,
0
3
3
,
6
6
2
,
0
0
0

3
5
0
,
0
0
3
,
2
1
8

6
4
7
,
4
9
7
,
0
0
0

3
0
8
,
3
0
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
6
,
4
9
1
,
0
0
0

5
7
,
8
0
0
,
0
0
0

1
5
4
,
9
0
6
,
0
0
0

3
6
,
1
6
1
,
7
8
2

関
係

機
関

と
の

協
議

や
資

材
調

達
な

ど
に

不
測

の
日

数
を

要
し

た
た

め

計
1
,
1
5
8
,
3
1
5
,
0
0
0

4
5
7
,
9
6
2
,
2
2
8

6
6
0
,
7
7
4
,
0
0
0

3
1
6
,
2
0
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
6
,
4
9
1
,
0
0
0

5
7
,
8
0
0
,
0
0
0

1
6
0
,
2
8
3
,
0
0
0

3
9
,
5
7
8
,
7
7
2

説
明

令
和

５
年

度
登

米
市

水
道

事
業

会
計

予
算

の
繰

越
計

算
書

款
項

事 業 名
予

算
計

上
額

支
払

義
務

発
 
生

 
額

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源

内
訳

不
用

額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額
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（
別
紙
）

２
　

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６

条
第

２
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
る

事
故

繰
越

額

企
業

債
負

担
金

・
補

償
金

国
・

県
補

助
金

出
資

金
損

益
勘

定
留

保
資

金
等

9
1

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

　 水 道 事 業 費 用

　 営 業 費 用

消 防 設 備 修 繕
2
6
,
5
1
3
,
0
0
0

2
4
,
8
1
2
,
3
0
0

1
,
4
4
4
,
0
0
0

1
,
4
4
4
,
0
0
0

2
5
6
,
7
0
0

計
2
6
,
5
1
3
,
0
0
0

2
4
,
8
1
2
,
3
0
0

1
,
4
4
4
,
0
0
0

1
,
4
4
4
,
0
0
0

2
5
6
,
7
0
0

説
明

布
設

替
工

事
の

年
度

内
完

成
が

見
込

め
な

い
た

め

令
和

５
年

度
登

米
市

水
道

事
業

会
計

予
算

の
繰

越
計

算
書

款
項

事 業 名
予

算
計

上
額

支
払

義
務

発
 
生

 
額

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源

内
訳

不
用

額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰
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報告第 14 号 

 

令和５年度登米市下水道事業会計予算の繰越計算書について 

 

令和５年度登米市下水道事業会計予算について、別紙のとおり繰越計算書を調製し

たので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により報告する。 

 

 

令和６年６月３日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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報告第 15 号 

 

令和６年度登米市一般会計補正予算（専決第１号）に係る 

専決処分の報告について 

 

令和６年５月13日、令和６年度登米市一般会計補正予算（専決第１号）について、

別紙のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第２項の

規定により報告する。 

 

 

  令和６年６月３日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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専 決 処 分 書 

  

 令和６年度登米市一般会計補正予算（専決第１号）について、地方自治法（昭和 22

年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和６年５月 13 日 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

（別冊） 
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報告第 16 号 

 

登米市税条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告 

について 

 

令和６年３月30日、登米市税条例（平成17年登米市条例第65号）の一部を改正する

条例について、別紙のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

180条第２項の規定により報告する。 

 

 

令和６年６月３日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、登米市税条例（平

成17年登米市条例第65号）の一部改正について、次のとおり専決処分する。 

 

 

令和６年３月 30 日 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

登米市税条例の一部を改正する条例 

登米市税条例（平成 17 年登米市条例第 65 号）の一部を次のように改正する。 

第 51 条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に次の

ただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、

かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

第 51 条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改める。 

第 56 条中「第 64 条第４項」を「第 152 条第５項」に改める。 

第 71 条第４項中「によって」を「により」に改め、同項ただし書を次のように改め

る。 

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が当該各項のいずれかに該当するこ

とが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この

限りでない。 

第 71 条第５項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改める。 

第 139 条の３第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分

に次のただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該

当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める

場合は、この限りでない。 

第 139 条の３第３項中「によって」を「により」に改める。 

附則第７条の４の次に次の４条を加える。 

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及び第５

項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分特別控除税額控除

額を、前年の合計所得金額が 1,805 万円以下である所得割の納税義務者（次条及び



- 21 - 

 

附則第７条の７において「特別税額控除対象納税義務者」という。）の第 34 条の３、

第 34 条の６から第 34 条の９まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、附則第

７条の３の２第１項、前条及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第 34 条の７第２項、第 47 条の５第１項及

び前条の規定の適用については、第 34 条の７第２項及び前条中「附則第５条の６第

２項」とあるのは「附則第５条の６第２項及び第５条の８第６項」と、第 47 条の５

第１項中「課した」とあるのは「附則第７条の５第１項の規定の適用がないものと

した場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の適用がないものと

した場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第７条の５第

１項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第７条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載

すべき各納期の納付額については、第 41 条の規定にかかわらず、次に定めるところ

による。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民

税の額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に

係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民

税の額（法附則第５条の８第１項及び第２項の規定の適用がないものとした場合

に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。）及び普通徴収に係る森

林環境税の額の合算額（以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る

個人の住民税の額」という。）からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、

普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を

控除した額（以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を

４で除して得た金額（当該金額に 1,000 円未満の端数があるとき、又は当該金額

の全額が 1,000 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金

額。以下この項おいて「分割金額」という。）に３を乗じて得た金額をその者の

特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する

金額（以下この項において「第１期分金額」という。）に満たない場合には、当

該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第 40 条第１項に規定する第１期の

納期（以下この項、次項及び次条第１項において「第１期納期」という。）にお

いてはその者の第１期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税

額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金

額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除
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額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の

分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の

納付額は、第１期納期においてはないものとし、第 40 条第１項に規定する第２期

の納期（以下この項及び次条第１項において「第２期納期」という。）において

はその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の

個人の住民税に係る特別税額控除額を除した額とし、第 40 条第１項に規定する第

３期の納期（以下この項において「第３期納期」という。）及び同条第１項に規

定する第４期の納期（以下この項において「第４期納期」という。）においては

その者の分割金額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、そ

の者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額に満た

ない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期及び

第２期納期においてはないものとし、第３期納期においてはその者の第１期分金

額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の

個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第４期納期においてはそ

の者の分割金額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額

以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納

期、第２期納期及び第３期納期においてはないものとし、第４期納期においては

その者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及

び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第 47 条第１項の規定により普通徴

収の方法によって徴収されることとなったものを除く。）を同項の規定により普通

徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。 

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例） 

第７条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第 47 条の２第１項の規定により特

別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税（第３

項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。）の額及び同条第

２項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る

個人の市民税の額については、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民

税の額（附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される

第47条の２第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び

均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税を含む。以下この号及び第５
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号において同じ。）の合算額（以下この号及び第５号において「年金所得に係る

所得割額及び均等割額の合算額」という。）をいう。以下この号及び第３項第１

号において同じ。）からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

を控除した額（以下この項及び第３項において「年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個

人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税

額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る

個人の市民税の額の２分の１に相当する額をいう。以下この号において同じ。）

を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を２で除して得た金額（当該

金額に 1,000 円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が 1,000 円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第

２期分金額」という。）をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民

税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」

という。）に満たない場合には、第１期納期及び第２期納期に普通徴収の方法に

よって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項に

おいて「普通徴収対象税額」という。）並びに第 47 条の３に規定する特別徴収対

象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係

る所得に係る個人の市民税の額（以下この項及び第３項において「特別徴収対象

税額」という。）は、第１期納期においてはその者の第１期分金額からその者の

年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除を控除した残額に相当する税額、

第２期納期においてはその者の第２期分金額に相当する税額、当該年度の初日の

属する年の 10月１日から 11月 30日までの間においてはその者の特別税額控除前

の特別徴収に係る個人の市民税の額を３で除して得た金額（当該金額に 100 円未

満の端数があるとき、又は当該金額の全額が 100 円未満であるときは、その端数

金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）

に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税

の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「10 月分金額」とい

う。）に相当する税額、同年 12 月１日から翌年の３月 31 日までの間においては

その者の分割金額に相当する税額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその

者の第２期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴

収対象税額は、第１期納期における税額はないものとし、第２期納期においては

その者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額からその者の年金所得

に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該

年度の初日の属する年の 10 月１日から 11 月 30 日までの間においてはその者の
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10 月分金額に相当する税額、同年 12 月１日から翌年の３月 31 日までの間におい

てはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額以上であり、

かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の 10 月分金額の

合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期

納期及び第２期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の

10 月１日から 11 月 30 日までの間においてはその者の第１期分金額、その者の第

２期分金額及びその者の 10月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の

市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年 12 月１日から

翌年の３月 31 日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の 10 月分金額

の合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、そ

の者の 10 月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収

対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の

初日の属する年の10月１日から11月30日までの間における税額はないものとし、

同年 12 月１日から翌年の１月 31 日までの間においてはその者の第１期分金額、

その者の第２期分金額、その者の 10 月分金額及びその者の分割金額の合計額から

その者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相

当する税額、同年２月１日から３月 31 日までの間においてはその者の分割金額に

相当する税額とする。 

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の 10 月分金額及

びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴

収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の 10

月１日から翌年の１月 31 日までの間における税額はないものとし、同年２月１日

から３月31日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額

の合算額に相当する税額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第 47 条の４の規定の適用については、同条

第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の 10 月１日か

ら翌年の３月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対

象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７第１項各

号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の

額（第１項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定めるところによ
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る。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額

控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第 47条の５第１項に規定する年金

所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を

３で除して得た金額（当該金額に 100 円未満の端数があるとき、又は当該金額の

全額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。

以下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特

別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金

額（以下この項において「10 月分金額」という。）に満たない場合には、特別徴

収対象税額は、当該年度の初日の属する年の 10 月１日から 11 月 30 日までの間に

おいてはその者の10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特

別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年 12 月１日から翌年の３月 31

日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の 10 月分金額以上であり、かつ、その者の 10 月分金額とその者

の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初

日の属する年の 10 月１日から 11 月 30 日までの間における税額はないものとし、

同年 12月１日から翌年の１月 31日までの間においてはその者の 10月分金額とそ

の者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から３月 31 日までの間

においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、

特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の 10 月１日から翌年の１月 31

日までの間における税額はないものとし、同年２月１日から３月 31 日までの間に

おいてはその者の第 47 条の５第２項の規定により読み替えられた第 47 条の２第

１項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第 47 条の４の規定の適用については、同条

第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の 10 月１日か

ら翌年の３月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対

象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７第３項各

号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第 47条の６第１項の規定の適用がある場合に

ついては、前各項の規定は、適用しない。 

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 
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第７条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の 12 第３項及び第４

項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度分特別税額控除額を、

同条第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第 34 条の３、第 34 条の６か

ら第 34 条の９まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３の２第

１項、附則第７条の４及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所得割の額から

控除する。 

附則第８条第２項中「前条」を「附則第７条の４」に改め、同条第３項中「第 34

条の９第１項」の次に「、附則第７条の５第１項及び前条」を加え、「同項中」を「第

34 条の９第１項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、

附則第７条の５第１項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第８条第２項及び」と、

前条中「附則第７条の４及び」とあるのは「附則第７条の４、次条第２項及び」とす

る」に改める。 

附則第 10 条の２中第 14 項を削り、第 13 項を第 14 項とし、同条第 12 項中「附則第

15 条第 25 項第３号ハ」を「附則第 15 条第 25 項第４号ハ」に改め、同項を同条第 13

項とし、同条第 11 項中「附則第 15 条第 25 項第３号ロ」を「附則第 15 条第 25 項第４

号ロ」に改め、同項を同条第 12 項とし、同条第 10 項中「附則第 15 条第 25 項第３号

イ」を「附則第 15 条第 25 項第４号イ」に改め、同項を同条第 11 項とし、同条第９項

中「附則第 15 条第 25 項第２号ハ」を「附則第 15 条第 25 項第３号ハ」に改め、同項

を同条第 10 項とし、同条第８項中「附則第 15 条第 25 項第２号ロ」を「附則第 15 条

第 25 項第３号ロ」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項中「附則第 15 条第 25

項第２号イ」を「附則第 15 条第 25 項第３号イ」に改め、同項を同条第８項とし、同

条第６項の次に次の１項を加える。 

７ 法附則第 15 条第 25 項第２号に規定する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は７分の６とする。 

附則第 10 条の２第 15 項中「附則第 15 条第 33 項」を「附則第 15 条第 32 項」に改

め、同条第 17 項中「附則第 15 条第 42 項」を「附則第 15 条第 41 項」に改め、同条第

18 項中「附則第 15 条第 43 項」を「附則第 15 条第 42 項」に改める。 

附則第 10 条の３第 14 項を同条第 15 項とし、同条第 13 項中「附則第７条第 17 項」

を「附則第７条第 18 項」に改め、同項を同条第 14 項とし、同条第 12 項中「附則第７

条第 16 項各号」を「附則第７条第 17 項各号」に改め、同項を同条第 13 項とし、同条

第 11 項中「附則第７条第 11 項各号」を「附則第７条第 12 項各号」に改め、同項を同

条第 12 項とし、同条第 10 項中「附則第７条第 10 項各号に規定する」を「附則第７条

第 11 項各号に掲げる」に改め、同項を同条第 11 項とし、同条第９項中「附則第７条

第９項各号」を「附則第７条第 10 項各号」に改め、同項を同条第 10 項とし、同条第

８項中「附則第７条第８項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項を同条第

９項とし、同条中第７項を第８項とし、第３項から第６項までを１項ずつ繰り下げ、
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第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、法附則第 15 条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち区分所有

に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良

住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87 号）第５条第４項に規定する

管理者等から、法附則第 15 条の７第３項に規定する期間内に施行規則附則第７条第

４項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第 15

条の７第１項又は第２項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規

定にかかわらず、同条第１項又は第２項の規定を適用することができる。 

附則第 11 条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改める。 

附則第 11 条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年度又は令和

８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度分」を「令和７年度分

又は令和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年度適用土地又は令和４年度類似

適用土地」を「令和７年度適用土地又は令和７年度類似適用土地」に、「令和５年度

分」を「令和８年度分」に改める。 

附則第 12 条の見出し中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年

度」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあっては、

100 分の 2.5）」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産

税の課税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項中「令和４年度分及び令和５年度

分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、同条第４項及び第５項

中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第 12 条の２中「地方税法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第３号）附

則第 22 条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）附則第 21

条」に、「平成 30 年度から平成 32 年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に改める。 

附則第 13 条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「（令和３年度分の

固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削る。 

附則第 15 条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、同条第２項中「令和６年３月 31 日」を「令和９年３月 31 日」に

改める。 

附則第 16 条の３第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附
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則第 16 条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第 16 条の４第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第 16 条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第 17 条第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第 17 条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第 18 条第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第 18 条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第 19 条第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第 19 条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第 20 条第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第 20 条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第 20 条の２第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第 20 条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第 20 条の２第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第 20 条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第 20 条の３第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第 20 条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第 20 条の３第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附
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則第 20 条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第 56 条の改正規定は、

令和７年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の登米市税条例の規定

中固定資産税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産税について適用

し、令和５年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和６年３月 31日までの間に新たに取得された地方税法等

の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税

法（昭和 25 年法律第 226 号。次項及び第４項において「旧法」という。）附則第 1

5条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。 

３ 平成 29 年４月１日から令和６年３月 31 日までの間に受けた旧法附則第 15 条第 

32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供す

る固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

４ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第 43 号）の施行の日

から令和６年３月 31 日までの間に整備された旧法附則第 15 条第 39 項に規定する

滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。 
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報告第 17 号 

     

損害賠償の額を定め和解することに関する専決処分の報告 

について 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、次のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

   

  令和６年６月３日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

区分 専決処分年月日 事故の概要 
損害賠償額 

和 解 内 容 

営造物の

管理瑕疵 

令和６年５月 13 日 令和５年 11 月 13 日、登米市東

和町米谷字越路地内の市有共

葬墓地敷地内にあるサクラの

枝が折れ、相手方墓地区画へ落

下し、墓石等を破損させたもの 

88,000 円 

その余の請求を

放棄 
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議案第 49 号 

 

登米市人権擁護に関する条例の制定について 

 

登米市人権擁護に関する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

 

令和６年６月３日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

登米市人権擁護に関する条例 

人権は、誰もが生まれながらにして持つ、誰からも侵されることのない基本的な権

利であり、生涯にわたって最大限尊重されなければならない。 

世界人権宣言では、「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳

と権利とについて平等である。」とされ、全ての人は、権利と自由とを享有できるこ

とがうたわれている。また、日本国憲法においても、基本的人権が保障され、法の下

の平等が定められている。 

しかしながら、社会においては、依然として不当な差別や偏見が存在しており、近

年では、情報化の進展や社会情勢の変化に伴い、インターネット上の誹謗中傷及びプ

ライバシーに関わる情報の流布並びに性的指向及び性自認を理由とした差別や偏見な

ど、人権問題は複雑化・多様化している。 

このような人権問題を解消していくためには、市民一人ひとりが人権意識を高め、

互いを尊重し支え合うことが重要であることから、登米市は、全ての市民が人権を侵

害されることなく、個人として尊重され、自分らしく安心して暮らすことができる人

権尊重のまちづくりを目指すため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における人権尊重のまちづくりについて、基本理念を定め、

市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権擁護に関する施策の基本

となる事項を定めることにより、人権尊重のまちづくりを推進し、もって市民が安

心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 市民 市内に居住、通勤又は通学している者をいう。 
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(2) 事業者 市内において事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。 

(3) ハラスメント 個人に不快感又は不利益を与える言動により、生活環境を害す

ることをいう。 

(4) ドメスティック・バイオレンス 夫婦、恋人等の間において身体的又は精神的

な苦痛を与える暴力的行為をいう。 

（基本理念） 

第３条 人権尊重のまちづくりは、全ての人が基本的人権を生まれながらにして持っ

ており、かけがえのない個人として尊重されるものであるという認識を基本として

行わなければならない。 

（人権を侵害する行為の禁止） 

第４条 何人も、家庭、職場、学校、地域、インターネット上その他あらゆる場所及

び場面において、障がい、疾病、性別その他の事由による差別、いじめ、虐待、社

会的に認知されたハラスメント、ドメスティック・バイオレンス、プライバシーの

侵害その他の人権を侵害する行為をしてはならない。 

（市の責務） 

第５条 市は、第３条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、市民及

び事業者の人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に関する施策を総合的に推進

しなければならない。 

２ 市は、人権擁護に関する施策の実施に当たっては、国、宮城県その他の関係団体

（以下「関係機関等」という。）との緊密な連携に努めなければならない。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、社会のあらゆる場面において互いに人権を尊

重し、自らが人権尊重のまちづくりの担い手として人権意識の高揚に努めなければ

ならない。 

２ 市民は、市が実施する人権擁護に関する施策に協力するよう努めなければならな

い。 

（事業者の責務） 

第７条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動に関わる全ての人の人権を尊重す

るとともに、事業活動を行うに当たっては、人権尊重の視点に立って取り組むよう

努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する人権擁護に関する施策に協力するよう努めなければなら

ない。 

（相談体制の充実） 

第８条 市は、様々な人権問題に関し、市民一人ひとりが安心して相談できるよう、

関係機関等と連携し、相談体制の充実を図るものとする。 

（教育及び啓発活動の推進） 
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第９条 市は、関係機関等と連携し、人権教育を推進するとともに、人権啓発活動に

より市民及び事業者の人権意識の高揚を図るものとする。 

（登米市人権の日） 

第10条 市民及び事業者の人権に関する理解を深めるため、登米市人権の日（以下「人

権の日」という。）を定める。 

２ 人権の日は、12月１日とする。 

３ 市は、人権の日の趣旨にふさわしい取組を推進するため、必要な施策を講ずるも

のとする。 

（委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 50 号 

 

登米市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する 

条例の全部改正について 

 

登米市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成22年登米市条

例第24号）の全部を次のとおり改正するものとする。 

 

 

令和６年６月３日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

   登米市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

登米市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成 22 年登米市

条例第 24 号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、市の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことが

できるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を

図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 条例等 市の条例及び規則（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」

という。）第 138 条の４第２項に規定する規程及び地方公営企業法（昭和 27 年法

律第 292 号）第 10 条に規定する企業管理規程を含む。）並びに法第 252 条の 17

の２第１項又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162

号）第 55 条第１項の規定により市が処理することとされた事務について規定する

宮城県の条例、規則及び教育委員会規則をいう。 

(2) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定

資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会又

はこれらに置かれる機関をいう。 

(3) 市の機関等 市の機関及び法第 244 条の２第３項に規定する指定管理者をい

う。 
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(4) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形

その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有

体物をいう。 

(5) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載す

ることをいう。 

(6) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。 

(7) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に対して行われ

る通知をいう。 

(8) 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）

の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知（不特定の者に対し

て行うものを除く。）をいう。 

(9) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に記録されて

いる事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 

(10) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、

又は保存することをいう。 

(11) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 

(12) 電子情報処理組織 市の機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。

以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続したものをいう。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第３条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行

うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にか

かわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を使用する

方法により行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該

申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、

当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等

を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされ

た時に当該市の機関等に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが

規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に

は、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を

使用した個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
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用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第２条第７項に規定する個人番号カー

ドをいう。第８条において同じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措

置であって規則で定めるものをもって代えることができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法

が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合

には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定める

ものをもってすることができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をすべき事情がある場合、申請等に

係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申

請等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は

著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には、規則で定

めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を

適用する。この場合において、第２項中「行われた申請等」とあるのは、「行われ

た申請等（第６項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から

第５項までにおいて同じ。）」とする。 

（電子情報処理組織による処分通知等） 

第４条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等

により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の

規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を

使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該

電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示を

する場合に限る。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、

当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみ

なして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処

分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされ

た時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。 

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をす

ることが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行

う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名

称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をすべき事情がある場合、処

分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その

他の当該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う
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ことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合

には、規則で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につ

き、前各項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行われた処分通知等」

とあるのは、「行われた処分通知等（第５項の規定により前項の規定を適用する部

分に限る。以下この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 

（電磁的記録による縦覧等） 

第５条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行

うことが規定されているもの（申請等に基づくものを除く。）については、当該条

例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記

録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等について

は、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみな

して、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。 

（電磁的記録による作成等） 

第６条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行

うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で

定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条

例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該

作成等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが

規定されているものを第１項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等につい

ては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって

規則で定めるものをもって代えることができる。 

（適用除外） 

第７条 次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める規定は、適用しない。 

(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認す

る必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付け

る必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとし

て規則で定めるもの 第３条から前条までの規定 

(2) 申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の条例等

の規定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定されてい

るもの（第３条第１項又は第４条第１項の規定に基づき行うことが規定されてい

るものを除く。） 第３条及び第４条の規定 

(3) 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の条例等の規定に



- 38 - 

 

おいて情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの（第５

条第１項又は前条第１項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。） 

 第５条及び前条の規定 

（添付書面等の省略） 

第８条 申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則で定める書面等であって当

該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定

されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該

申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の

措置であって当該書面等の区分に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子

情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、

又は参照することができる場合には、添付することを要しない。 

（情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表） 

第９条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該市の

機関等に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活

用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法によ

り随時公表するものとする。 

（委任） 

第 10 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 51 号 

 

登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

登米市国民健康保険税条例（平成17年登米市条例第138号）の一部を次のとおり改

正するものとする。 

 

 

令和６年６月３日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

登米市国民健康保険税条例（平成 17 年登米市条例第 138 号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第３項ただし書中「22 万円」を「24 万円」に改める。 

第 23 条第１項中「22 万円」を「24 万円」に改め、同項第２号中「29 万円」を「29

万 5,000 円」に改め、同項第３号中「53 万 5,000 円」を「54 万 5,000 円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の登米市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の国民健

康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、なお従

前の例による。 
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議案第 52 号 

     

登米市過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

登米市過疎地域持続的発展計画を別添のとおり変更するため、過疎地域の持続的発

展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第８条第10項において準用する

同条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年６月３日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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議案第 53 号 

     

登米市辺地総合整備計画の策定について 

 

登米市辺地総合整備計画を別添のとおり策定するため、辺地に係る公共的施設の総

合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）第３条第１

項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年６月３日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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議案第 54 号 

     

宮城県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の３第１項の規定により、宮城県後期

高齢者医療広域連合規約を次のとおり変更することについて、同法第291条の11の規定

により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年６月３日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

宮城県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

宮城県後期高齢者医療広域連合規約の一部を次のように変更する。 

別表第１中「２ 被保険者証及び資格証明書の引渡し」を「２ 資格確認書等の引

渡し」に、「３ 被保険者証及び資格証明書の返還の受付」を「３ 資格確認書等の

返還の受付」に改める。 

   附 則  

 （施行期日） 

１ この規約は、令和６年 12 月２日から施行する。 

 



 


